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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バックライトと透過制御パネルとからなり、上記バックライトからの照射光を上記透過
制御パネルによってその透過率を制御して表示を行う透過型ディスプレイ装置において、
　上記バックライトは、それぞれに発光輝度を制御することが可能な複数の発光領域を有
しており、
　上記バックライトのそれぞれの発光領域における発光輝度を設定する発光輝度設定手段
と、
　上記透過制御パネルにおける画素の透過率を、上記バックライトのそれぞれの発光領域
毎の発光輝度値に応じて設定する透過率設定手段とを備えており、
　上記透過制御パネルの表示画面は、上記バックライトの発光領域に対応する複数の表示
画面に分割されると共に、これらの表示領域および発光領域がｎ個のグループに組み分け
されており、
　同一のグループに属する表示領域同士は、互いに隣接する辺を有さないように組み分け
され、
　１フレームは画素書き換え期間と表示期間とに分けられ、さらに上記表示期間はｎ個の
サブフレームに分割されており、
　各サブフレーム期間では、上記ｎ個のグループのうちの何れか１つで点灯制御を行い、
他のグループの表示領域では上記透過制御パネルにおける画素の透過率を低透過率とする
ことを特徴とする透過型ディスプレイ装置。
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【請求項２】
　同一のグループに属する表示領域同士は、互いに接点を有さないように組み分けされる
ことを特徴とする請求項１に記載の透過型ディスプレイ装置。
【請求項３】
　上記バックライトの発光領域、および上記透過制御パネルの表示領域の分割形態が変更
可能であることを特徴とする請求項１に記載の透過型ディスプレイ装置。
【請求項４】
　上記バックライトの発光領域、および上記透過制御パネルの表示領域の形状が変更可能
であることを特徴とする請求項１に記載の透過型ディスプレイ装置。
【請求項５】
　上記バックライトの発光領域、および上記透過制御パネルの表示領域の大きさが変更可
能であることを特徴とする請求項１に記載の透過型ディスプレイ装置。
【請求項６】
　バックライトと透過制御パネルとからなり、上記バックライトからの照射光を上記透過
制御パネルによってその透過率を制御して表示を行う透過型ディスプレイ装置の表示制御
方法において、
　上記バックライトは、それぞれに発光輝度を制御することが可能な複数の発光領域を有
しており、
　上記透過制御パネルの表示画面は、上記バックライトの発光領域に対応する複数の表示
画面に分割されると共に、これらの表示領域および発光領域がｎ個のグループに組み分け
されており、
　同一のグループに属する表示領域同士は、互いに隣接する辺を有さないように組み分け
され、
　１フレームは画素書き換え期間と表示期間とに分けられ、さらに上記表示期間はｎ個の
サブフレームに分割されており、
　上記バックライトのそれぞれの発光領域における発光輝度を設定する第１のステップと
、
　上記透過制御パネルにおける画素の透過率を、上記バックライトのそれぞれの発光領域
毎の発光輝度値に応じて設定する第２のステップと、
　各サブフレーム期間で、上記ｎ個のグループのうちの何れか１つで点灯制御を行い、他
のグループの表示領域では上記透過制御パネルにおける画素の透過率を低透過率とするよ
うな表示制御を行う第３のステップとを有することを特徴とする透過型ディスプレイ装置
の表示制御方法。
【請求項７】
　上記請求項６に記載の透過型ディスプレイの表示制御方法の各ステップをコンピュータ
に実行させるための表示制御プログラム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示装置等の透過型ディスプレイ装置に関するものであり、特に、発光
輝度の制御を可能とするアクティブバックライトを用いた透過型ディスプレイ装置に関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　カラーディスプレイには様々な種類があり、それぞれ実用化がなされている。薄型ディ
スプレイを大別すると、ＰＤＰ（プラズマディスプレイパネル）のような自発光型ディス
プレイと、ＬＣＤ（液晶ディスプレイ）に代表される非発光型ディスプレイとに分類され
る。非発光型ディスプレイであるＬＣＤでは、液晶パネルの背面側にバックライトを配置
する透過型ＬＣＤが知られている。



(3) JP 4855191 B2 2012.1.18

10

20

30

40

50

【０００３】
　図２０は、透過型ＬＣＤの一般的な構造を示す断面図である。この透過型ＬＣＤは、液
晶パネル１００の背面にバックライト１１０を配置している。液晶パネル１００は、一対
の透明基板１０１，１０２の間に液晶層１０３を配置し、一対の透明基板１０１，１０２
の外側には偏光板１０４，１０５を備えた構成となっている。また、液晶パネル１００内
にカラーフィルタ１０６を備えることでカラー表示が可能となる。
【０００４】
　図示は省略するが、透明基板１０１，１０２の内側には、電極層および配向膜が形成さ
れており、液晶層１０３への印加電圧を制御することによって、液晶パネル１００を透過
する光の透過量が画素ごとに制御される。すなわち、透過型ＬＣＤは、バックライト１１
０からの照射光を液晶パネル１１０で透過量制御を行うことによって表示制御を行う。
【０００５】
　バックライト１１０は、カラーディスプレイに必要なＲＧＢ三色の波長を含む白色のバ
ックライトが主に用いられ、カラーフィルタ１０６との組み合わせによって、ＲＧＢの各
色の光の透過率をそれぞれ調整することで、画素としての輝度や色相を任意に設定するこ
とが可能である。尚、バックライト１１０としては、ＲＧＢの各色毎に光源を備えたもの
もある。
【０００６】
　例えば、上記ＬＣＤにおいては、出力される表示情報は画素ごとに存在するＲＧＢそれ
ぞれのカラーフィルタ１０６のついた液晶パネル１１０のシャッタ作用によって透過率が
コントロールされ、０～１００％の範囲を決められたステップで制御することで透過する
光の強さを制御している。バックライト１１０の照射光を１００％透過する場合には、理
想的には、バックライト光の該当色要素強度がそのまま出力されるので、この時が最大輝
度となる。また、透過率が０％のときには黒色表示となる。このように、液晶パネル１１
０のシャッタ作用によって表示制御を行う通常の透過型ＬＣＤの構成では、バックライト
１１０は、ある一定の輝度で発光し続ける。
【０００７】
　しかしながら、バックライト１１０の輝度を一定とする上記構成では、バックライト１
１０による消費電力が大きいといった問題がある。すなわち、上記ＬＣＤが全体的に暗い
画面表示を行っている場合であっても、バックライト１１０が最大輝度で発光しており、
その照射光の多くが液晶パネル１００のシャッタ作用によって遮断されることとなる。こ
のため、バックライト１１０における発光光量の無駄が多く、バックライト１１０の消費
電力が大きくなる。ＬＣＤでは、消費電力の大部分をバックライトが占めるため、システ
ム全体からみた場合、この無駄は非常に大きな損失となる。
【０００８】
　このような問題に対し、特許文献１には、輝度調整可能なアクティブバックライトを用
い、ＬＣＤの表示制御（輝度制御）を、液晶パネルの透過率とアクティブバックライトの
輝度制御とによって行い、バックライトの消費電力の低減を図る技術が開示されている。
図２１に、特許文献１に記載のＬＣＤシステムの概略構成を示す。
【０００９】
　図２１に示すＬＣＤは、ＲＡＭ２０１に格納されている画像情報を、ＣＰＵ２０２がア
クティブＢＬ（バックライト）コントローラ２０３に送る構成となっている。そして、ア
クティブＢＬコントローラ２０３が、液晶ドライバ２０４，２０５を介して液晶パネル２
１０における透過率の制御を行うと共に、バックライト輝度調整部２０６Ｒ，２０６Ｇ，
２０６Ｂを介して赤色バックライト２０７Ｒ，緑色バックライト２０７Ｇ，青色バックラ
イト２０７Ｂの輝度制御を行う。すなわち、上記ＬＣＤにおいて、赤色バックライト２０
７Ｒ，緑色バックライト２０７Ｇ，青色バックライト２０７Ｂのそれぞれが、その輝度を
調整可能なアクティブバックライトである。
【００１０】
　図２２（ａ）～（ｃ）を参照して、特許文献１におけるバックライトの消費電力削減効
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果について説明する。尚、以下では、説明を簡単にするため、４画素（１画素にＲＧＢの
各色成分を含む）からなる領域での表示制御を例示する。
【００１１】
　先ず、表示階調が２５６階調（０～２５５）である時に、図２２（ａ）に示すような表
示データにて表示を行う場合を考える。ここで、バックライトの輝度制御を行わない場合
、バックライトの輝度は最大輝度（２５５とする）であり、液晶パネルの透過率のみが表
示データに応じて制御される（図２２（ｂ）参照）。
【００１２】
　一方、図２２（ｃ）に示すように、アクティブバックライトによる表示制御を行う場合
、バックライトの輝度は表示データにおける最大輝度値に一致するように制御される。バ
ックライトがＲＧＢ各色毎に設けられている場合は、各色のバックライトの輝度が、対応
する色成分の最大輝度値に一致するように制御される。そして、液晶パネルの透過率は、
その時のバックライトの輝度に合わせて透過率を調整される。例えば、図２２（ｃ）では
、Ｒ＝１２８を表示するために、Ｒのバックライト輝度を１２８とし、液晶パネルの該当
する画素の透過率を２５５（１００％）とすることで、１２８の表示輝度（＝輝度１２８
×透過率１００％）を得ている。Ｒ＝１２８を表示するために、Ｒのバックライト輝度を
２５５とし、液晶パネルの該当する画素の透過率を１２８（５０％）としている図２２（
ｂ）の表示と比較すれば、バックライトの輝度は２５５から１２８に低減されている。
【特許文献１】特開２００６－４７５９４号公報（２００６年２月１６日公開）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　しかしながら、上記特許文献１の構成では、アクティブバックライトの輝度制御は、画
面全体を１つの領域として行うものである。このため、画面の大半で表示輝度が小さくて
も、一部の画面で表示輝度が大きければ、バックライトの輝度は表示輝度の大きい一部画
面に合わせて設定されなければならない。このような場合、表示輝度が小さい画面の大半
で、バックライトにおける発光光量の無駄が多くなり、バックライトの消費電力削減効果
が小さくなる。
【００１４】
　本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、アクティブバック
ライトを用いて輝度制御を行う液晶表示装置において、バックライトの消費電力削減効果
をより大きくできる液晶表示装置を実現することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明に係る透過型ディスプレイ装置は、上記課題を解決するために、バックライトと
透過制御パネルとからなり、上記バックライトからの照射光を上記透過制御パネルによっ
てその透過率を制御して表示を行う透過型ディスプレイ装置において、上記バックライト
は、それぞれに発光輝度を制御することが可能な複数の発光領域を有しており、上記バッ
クライトのそれぞれの発光領域における発光輝度を設定する発光輝度設定手段と、上記透
過制御パネルにおける画素の透過率を、上記バックライトのそれぞれの発光領域毎の発光
輝度値に応じて設定する透過率設定手段とを備えており、上記透過制御パネルの表示画面
は、上記バックライトの発光領域に対応する複数の表示画面に分割されると共に、これら
の表示領域および発光領域がｎ個のグループに組み分けされており、同一のグループに属
する表示領域同士は、互いに隣接する辺を有さないように組み分けされ、１フレームは画
素書き換え期間と表示期間とに分けられ、さらに上記表示期間はｎ個のサブフレームに分
割されており、各サブフレーム期間では、上記ｎ個のグループのうちの何れか１つで点灯
制御を行い、他のグループの表示領域では上記透過制御パネルにおける画素の透過率を低
透過率とすることを特徴としている。
 
【００１７】
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　上記の構成によれば、上記バックライトは、それぞれに発光輝度を制御することが可能
であることから、透過制御パネルにおける表示画面を複数の領域に分割し、分割された各
領域毎に、透過制御パネルの透過率制御とバックライトの輝度制御とを行うことができる
。これにより、画面全体を１つの領域としてバックライトの輝度制御を行う特許文献１の
構成に比べ、更なるバックライトの消費電力削減を図ることができる。
【００１８】
　また、１フレーム期間を複数のサブフレーム期間に分割して時分割制御を行うことによ
り、ある表示領域の点灯制御を行っている間、該点灯制御される表示領域からの漏れ光が
入射する表示領域において上記透過制御パネルにおける画素の透過率を低透過率とするこ
とで、該漏れ光を遮断し、不所望な輝度増加を抑制できる。
【００１９】
　また、上記透過型ディスプレイ装置においては、同一のグループに属する表示領域同士
は、互いに接点を有さないように組み分けされる構成とすることができる。
 
【００２０】
　これらの構成によれば、点灯制御される表示領域からの漏れ光が隣接する表示領域の輝
度を不所望に増加させる不具合を、より一層抑制できる、もしくは完全に防止できる。
【００２１】
　また、上記透過型ディスプレイ装置においては、上記バックライトの発光領域、および
上記透過制御パネルの表示領域の分割形態（形状または大きさ）が変更可能である構成と
することができる。
【００２２】
　上記の構成によれば、例えば、表示画面内の輝度差が画面の内容からあまりないと想定
される場合には、ある程度大きい領域でバックライトを制御し、制御の手間を減らして計
算にかかる消費電力を削減したり、逆に輝度差が画面内で大きいことが想定される場合に
は、領域分割をより細かくすることで、計算量は多くなってもバックライト輝度を下げ、
トータルの電力量を下げることが可能となる。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明に係る透過型ディスプレイ装置は、以上のように、バックライトと透過制御パネ
ルとからなり、上記バックライトからの照射光を上記透過制御パネルによってその透過率
を制御して表示を行う透過型ディスプレイ装置において、上記バックライトは、それぞれ
に発光輝度を制御することが可能な複数の発光領域を有しており、上記バックライトのそ
れぞれの発光領域における発光輝度を設定する発光輝度設定手段と、上記透過制御パネル
における画素の透過率を、上記バックライトのそれぞれの発光領域毎の発光輝度値に応じ
て設定する透過率設定手段とを備えており、上記透過制御パネルの表示画面は、上記バッ
クライトの発光領域に対応する複数の表示画面に分割されると共に、これらの表示領域お
よび発光領域がｎ個のグループに組み分けされており、同一のグループに属する表示領域
同士は、互いに隣接する辺を有さないように組み分けされ、１フレームは画素書き換え期
間と表示期間とに分けられ、さらに上記表示期間はｎ個のサブフレームに分割されており
、各サブフレーム期間では、上記ｎ個のグループのうちの何れか１つで点灯制御を行い、
他のグループの表示領域では上記透過制御パネルにおける画素の透過率を低透過率とする
構成である。
【００２４】
　それゆえ、上記バックライトは、それぞれに発光輝度を制御することが可能であること
から、透過制御パネルにおける表示画面を複数の領域に分割し、分割された各領域毎に、
透過制御パネルの透過率制御とバックライトの輝度制御とを行うことができる。これによ
り、画面全体を１つの領域としてバックライトの輝度制御を行う特許文献１の構成に比べ
、更なるバックライトの消費電力削減を図ることができるという効果を奏する。
【００２５】
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　また、１フレーム期間を複数のサブフレーム期間に分割して時分割制御を行うことによ
り、ある表示領域の点灯制御を行っている間、該点灯制御される表示領域からの漏れ光が
入射する表示領域において上記透過制御パネルにおける画素の透過率を低透過率とするこ
とで、該漏れ光を遮断し、不所望な輝度増加を抑制できるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　本発明の一実施形態について図１ないし図１９に基づいて説明すると以下の通りである
。先ずは、本実施の形態に係る液晶表示装置の概略構成を図１を参照して説明する。
【００２７】
　図１に示す液晶表示装置は、ＲＡＭ１１、ＣＰＵ１２、アクティブＢＬコントローラ１
３、液晶ドライバ１４，１５、液晶パネル２０、バックライト輝度調整部１６、およびバ
ックライト１７を備えた構成となっている。
【００２８】
　上記液晶表示装置においては、ＲＡＭ１１に格納されている画像情報を、ＣＰＵ１２が
アクティブＢＬ（バックライト）コントローラ１３に送る構成となっている。アクティブ
ＢＬコントローラ１３は、液晶ドライバ１４，１５を介して液晶パネル２０における透過
率の制御を行うと共に、バックライト輝度調整部１６を介してバックライト１７の輝度制
御を行う。
【００２９】
　ここで、バックライト１７は、ＲＧＢ三色の波長を含む白色のバックライトであり、か
つ、液晶パネル２０の表示画面を４分割した各表示領域に対応して、４つの発光領域１７
Ａ～１７Ｄを有している。また、バックライト１７は、発光領域１７Ａ～１７Ｄのそれぞ
れにおいて、個別にその輝度を調整可能なアクティブバックライトである。バックライト
輝度調整部１６はバックライト輝度調整部１６Ａ～１６Ｄを備えており、発光領域１７Ａ
～１７Ｄのそれぞれは、バックライト輝度調整部１６Ａ～１６Ｄにおいて発光輝度を制御
される。
【００３０】
　すなわち、本実施の形態に係る液晶表示装置は、液晶パネル２０における表示画面を複
数の領域に分割し、分割された各領域毎に、液晶パネルの透過率とアクティブバックライ
トの輝度制御とに基づいて表示制御を行うことに特徴を有する。
【００３１】
　図２（ａ），（ｂ）を参照して、図１に示す液晶表示装置におけるバックライトの消費
電力削減効果について説明する。尚、以下では、説明を簡単にするため、表示画面を８画
素（１画素にＲＧＢの各色成分を含む）からなるものとして、表示制御を例示する。
【００３２】
　先ず、表示階調が２５６階調（０～２５５）である時に、図２（ａ）に示すような表示
データにて表示を行う場合を考える。ここで、上記表示画面は、２画素ずつを１領域とし
て４つの領域に分割されるとする。図２（ａ），（ｂ）では、左上２画素を領域Ａ、右上
２画素を領域Ｂ、左下２画素を領域Ｃ、右下２画素を領域Ｄとしている。
【００３３】
　上記表示制御においては、図２（ｂ）に示すように、バックライトの輝度は、各領域Ａ
～Ｄ毎にその領域内の表示データにおける最大輝度値に一致するように制御される。そし
て、液晶パネルの透過率は、その時のバックライトの輝度に合わせて透過率を調整される
。例えば、図２（ｂ）では、領域Ａの最大輝度値はＲ＝１２８であり、この領域Ａではバ
ックライト輝度を１２８とする。領域Ａ内の画素の透過率は、バックライトの輝度値を１
２８として所望の表示輝度が得られるように透過率が決定される。また、領域Ｂ～Ｄでは
、バックライトの輝度値は６０に設定される。
【００３４】
　このように、上記液晶表示装置では、画面全体における最大輝度値が１２８であっても
、その最大輝度値の画素を含む領域Ａのみにおいてバックライト輝度値を１２８に設定す
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ればよく、他の領域Ｂ～Ｄではそれよりも低いバックライト輝度値とすることができる。
したがって、画面全体を１つの領域としてアクティブバックライトの輝度制御を行う特許
文献１の構成に比べ、更なるバックライトの消費電力削減を図ることができる。
【００３５】
　尚、上記説明においては、表示画面の分割数は４としたが、本発明はこれに限定される
ものではなく分割される領域の数は任意である。また、分割される領域の大きさや形状は
、全ての領域において同じであってもよく、それぞれ異なるものであってもよい。
【００３６】
　上記液晶表示装置においては、分割された領域毎に発光輝度を制御可能なバックライト
１７を用いることが必要である。続いて、このようなバックライトの構成について説明す
る。
【００３７】
　液晶表示装置において用いられるバックライトでは、光源として、蛍光管（冷陰極管等
）やＬＥＤ（Light Emitting Diode）が用いられる。例えば、光源として蛍光管を用いる
バックライトにおいて、図３（ａ）に示すように蛍光管が配置されている場合、該蛍光管
の配置列に沿って、図３（ｂ）に示すようにバックライトの領域を分割することが考えら
れる。また、例えば、光源としてＬＥＤが用いられる場合は、例えば図４に示すように、
バックライト内で分割された各領域のそれぞれにおいて、該領域内に存在するＬＥＤをそ
の領域の光源として使用すればよい。
【００３８】
　尚、本発明において、バックライトにおける領域分割数は特に限定されるものではなく
、また、分割される各領域の形状も特に限定されない。さらには、分割された全ての領域
において、必ずしも同サイズおよび同形状としなくても良い。
【００３９】
　このように領域分割されたバックライトにおいて、分割された各領域毎に発光輝度を制
御するためには、以下のような方法が考えられる。
【００４０】
　例えば、バックライトに使用される光源が入力電圧によって発光輝度を制御できる光源
である場合、各領域への電圧入力系統を異ならせ、それぞれの領域において必要な発光輝
度を得るための入力電圧を個別に供給する構成とすることができる。あるいは、バックラ
イトに使用される光源がその発光期間を制御することによって発光輝度が制御できる光源
である場合、各領域のそれぞれに発光期間を制御するための制御信号個別に供給する構成
とすることができる。図１の液晶表示装置を例に取れば、何れの制御も、バックライト輝
度調整部１６Ａ～１６Ｄが、バックライト１７の発光領域１７Ａ～１７Ｄのそれぞれに対
して上記制御を行う。
【００４１】
　上記説明の液晶表示装置においては、白色光源を備えたバックライトを用いた構成を例
示している。この構成では、ＲＧＢの各色の輝度を一括して調整でき、バックライトの構
成を簡素化することができる。しかしながら、本発明はこれに限定されるものではなく、
ＲＧＢの各色毎に光源を備えたバックライトを用いる構成であっても良い。このようなＲ
ＧＢの各色毎に光源を備えたバックライトを用いる液晶表示装置の構成例を図５に示す。
【００４２】
　図５に示す液晶表示装置は、ＲＡＭ１１、ＣＰＵ１２、アクティブＢＬコントローラ１
３、液晶ドライバ１４，１５、液晶パネル２０、バックライト輝度調整部３２、およびバ
ックライト３３を備えた構成となっている。ＲＡＭ１１、ＣＰＵ１２、液晶ドライバ１４
，１５、および液晶パネル２０については図１と同様の構成であるので、ここでは詳細な
説明を省略する。
【００４３】
　バックライト３３は、液晶パネル２０の表示画面を４分割した各表示領域に対応して、
４つの発光領域３３Ａ～３３Ｄを有している。また、発光領域３３Ａ～３３Ｄは、それぞ
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れ、赤色バックライト、緑色バックライト、および青色バックライトのＲＧＢの各色毎に
光源を備えたバックライトとして備えられている。バックライト輝度調整部３２はバック
ライト輝度調整部３２Ａ～３２Ｄを備えており、発光領域３３Ａ～３３Ｄのそれぞれは、
バックライト輝度調整部３３Ａ～３３ＤにおいてＲＧＢ各色の発光輝度を制御される。
【００４４】
　図６（ａ），（ｂ）を参照して、図５に示す液晶表示装置におけるバックライトの消費
電力削減効果について説明する。尚、以下では、説明を簡単にするため、表示画面を８画
素（１画素にＲＧＢの各色成分を含む）からなるものとして、表示制御を例示する。
【００４５】
　先ず、表示階調が２５６階調（０～２５５）である時に、図６（ａ）に示すような表示
データにて表示を行う場合を考える。ここで、上記表示画面は、２画素ずつを１領域とし
て４つの領域に分割されるとする。図６（ａ），（ｂ）では、左上２画素を領域Ａ、右上
２画素を領域Ｂ、左下２画素を領域Ｃ、右下２画素を領域Ｄとしている。
【００４６】
　上記表示制御においては、図６（ｂ）に示すように、バックライトの輝度は、各領域Ａ
～ＤのＲＧＢ各色成分毎にその領域内の表示データにおける最大輝度値に一致するように
制御される。そして、液晶パネルの透過率は、その時のバックライトの輝度に合わせて透
過率を調整される。図５の構成における液晶表示装置では、図１に示す液晶表示装置に比
べ、バックライトのＲＧＢ各色の色成分毎に消費電力の良好な削減効果が得られる。
【００４７】
　本実施の形態に係る液晶表示装置は、上述したように、液晶パネル２０における表示画
面を複数の領域に分割し、分割された各領域毎に、液晶パネルの透過率とアクティブバッ
クライトの輝度制御とに基づいて表示制御を行うものである。しかしながら、上記構成の
液晶表示装置では、複数の発光領域を有するバックライトにおいて、各発光領域からの照
射光を液晶パネルの対応する領域のみに入射させることは困難である。このため、図２ま
たは図６で示した表示制御を行うと、バックライトのある発光領域からの照射光が、該発
光領域に対応する表示領域に隣接する他の表示領域の画素に入射し、分割されたそれぞれ
の表示領域の隣接部付近で所望の輝度表示が得られなくなるといった不具合が生じる。こ
の不具合を図７を参照して詳細に説明する。
【００４８】
　先ず、隣接する２つの表示領域において、図７（ａ）に示すような表示データにて表示
を行う場合を考える。ここでは、説明を簡単にするために、隣接する２つの表示領域は、
それぞれ３つの画素からなっているとする。
【００４９】
　図２（ａ），（ｂ）に示した表示制御を行う場合、図７（ａ）に示す表示データに基づ
いて制御されるバックライトの輝度および画素の透過率は、図７（ｂ）に示すようなもの
となる。この時、バックライトの各発光領域から照射される光は、完全な平行光でないた
め、ある発光領域から隣接する表示領域に入射する漏れ光（図中、実線の矢印で示す）が
発生する。このような漏れ光は、図７（ｃ）に示すように、表示領域の境界線付近の画素
の表示輝度を不所望に増加させ、隣接する表示領域におけるバックライトの輝度差が大き
い場合には、表示領域の境界線が視認されてしまう虞がある。
【００５０】
　本実施の形態の液晶表示装置では、上記不具合を回避するために、上記複数の表示領域
を、さらに複数のグループに分割し、各グループの表示領域を時分割で表示制御を行うよ
うにしている。この表示制御方法について、以下に詳細に説明する。
【００５１】
　図８（ａ），（ｂ）は、表示画面を１６個の矩形の表示領域に分割した様子を示してお
り、かつ、これらの１６個の表示領域はそれぞれ８個の表示領域からなるＡグループおよ
びＢグループに分けられている。ＡグループおよびＢグループのそれぞれに属する表示領
域は市松状に配置される。これにより異なるグループに属する表示領域同士は隣接する辺
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を有するが、同グループに属する表示領域同士は互いに隣接する辺を有さない。
【００５２】
　この時の表示制御において、図９に示すように、１フレームは画素書き換え期間と表示
期間とに分けられ、さらに表示期間は２つのサブフレームに等分割される。尚、連続する
サブフレーム間では、若干のブランキング期間を設けても良い。
【００５３】
　ここで、１フレームを画素書き換え期間と表示期間とに分割する理由は、表示期間にお
いて表示画面中の全ての画素の書き換えを終了させておくためである。すなわち、本実施
の形態に係る液晶表示装置では、バックライトの輝度と液晶透過率との両方の制御によっ
て所望の表示輝度が得られる。ここで、バックライトの輝度は瞬時に変更可能であるが、
液晶パネルにおける画素の書き換えは垂直方向にライン順次で行われるものであり、画面
全体の画素書き換えを瞬時に行うことはできない。このため、１フレーム期間の先頭から
表示を行うと、バックライトの輝度と画素の透過率とが対応しない期間及び領域が生じる
。これに対し、１フレームの前半に画素書き換え期間を設け、後半を表示期間とすれば、
表示期間においてバックライトの輝度と画素の透過率とを完全に対応させることができる
。尚、上記画素書き換え期間と表示期間との時分割比は特に限定されない。また、画素書
き換え期間においては、バックライトは消灯しておく（もしくは、発光輝度を十分に低下
させておく）ものとする。
【００５４】
　第１のサブフレームでは、図８（ａ）に示すように、Ａグループに属する表示領域のみ
を点灯させ、Ｂグループに属する表示領域は消灯させる。逆に、第２のサブフレームでは
、図８（ｂ）に示すように、Ｂグループに属する表示領域のみを点灯させ、Ａグループに
属する表示領域は消灯させる。
【００５５】
　尚、表示画面の分割形状や分割数は、本発明において特に限定されるものではない。例
えば、図１０に示すように、表示画面を三角形の表示領域に分割し、これらの表示領域を
同グループに属する表示領域同士において互いに隣接する辺を有さないように、２つのグ
ループ（ＡグループおよびＢグループ）に分けることも可能である。
【００５６】
　このような表示制御方法において、図１１（ａ）に示すような表示データにて表示を行
う場合を考える。この図は、互いに隣接するＡグループの表示領域とＢグループの表示領
域との境界線付近を示している。
【００５７】
　まず、第１のサブフレーム期間ではＡグループの表示領域が点灯され、Ｂグループの表
示領域は消灯される。ここで、各グループの対応領域における点灯期間中のバックライト
の輝度Ｌは、その領域内の表示データにおける最大輝度値をＬｍａｘ、１フレーム期間中
における画素書き換え期間と表示期間との時間比率をＴ１：Ｔ２、表示領域のグループ分
割数をＮ（上記例ではＮ＝２）とすれば、
　　　Ｌ＝Ｌｍａｘ×（Ｔ１＋Ｔ２）×Ｎ／Ｔ２
となるように制御される。そして、液晶パネルの透過率は、その時のバックライトの輝度
に合わせて透過率を調整される。ここで、説明を簡単にするために、１フレーム期間中に
おける画素書き換え期間を無視すると（１フレームの最初で全ての画素の書き換えが終了
していると仮定すると）、図１１（ｂ）に示すように、Ａグループの対応領域では、点灯
期間中のバックライトの輝度Ｌは、その領域内の表示データにおける最大輝度値を100に
対して２倍の２００となる。
【００５８】
　これにより、Ａグループの表示領域の各画素は、第１のサブフレーム期間において、表
示データ輝度の２倍の輝度値（具体的には、１フレーム期間の平均輝度として現れる所望
の表示輝度の２倍の輝度値）を有するように表示制御される。一方、Ｂグループの表示領
域では、第１のサブフレーム期間においては、バックライトの輝度は０であり、画素の透
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過率は０％となるように制御される。
【００５９】
　このとき、Ａグループの表示領域に対応するバックライトの発光領域からＢグループの
表示領域に対応する画素に入射する漏れ光（図中、実線の矢印にて示す）が生じたとして
も、Ｂグループの表示領域では画素の透過率が０％であるため、該漏れ光は完全に遮断さ
れる。
【００６０】
　同様に、第２のサブフレーム期間ではＢグループの表示領域が点灯され、Ａグループの
表示領域は消灯される。このため、図１１（ｃ）に示すように、図中右側のＢグループの
対応領域では、バックライトの輝度は、その領域内の表示データにおける最大輝度値の２
倍となるように制御される。そして、液晶パネルの透過率は、その時のバックライトの輝
度に合わせて透過率を調整される。これにより、Ｂグループの表示領域の各画素は、第２
のサブフレーム期間において、表示データ輝度の２倍の輝度値を有するように表示制御さ
れる。一方、Ａグループの表示領域では、第２のサブフレーム期間においては、バックラ
イトの輝度は０であり、画素の透過率は０％となるように制御される。
【００６１】
　このとき、Ｂグループの表示領域に対応するバックライトの発光領域からＡグループの
表示領域に対応する画素に入射する漏れ光（図中、実線の矢印にて示す）が生じたとして
も、Ａグループの表示領域では画素の透過率が０％であるため、該漏れ光は完全に遮断さ
れる。
【００６２】
　図１１（ｂ）および図１１（ｃ）で示される第１のサブフレーム期間および第２のサブ
フレーム期間を合成し、１フレーム期間での平均表示輝度を求めると図１１（ｄ）に示す
ものとなる。図１１（ａ）と図１１（ｄ）とを比較すれば、上述の表示制御によって、漏
れ光による表示輝度の不所望な増加を防止できていることが分かる。
【００６３】
　表示画面において、図８や図１０に示すような領域分割および表示領域のグループ分け
がなされた液晶表示装置では、同一のグループに属する表示領域同士で辺で接している部
分が存在しないため、隣接するバックライトの発光領域の漏れ光を大幅に低減できる。し
かしながら、同一のグループに属する表示領域同士においても、コーナーで接している部
分は存在しているため、完全な防止効果が得られているものでもない。但し、本発明にお
いて、表示領域の形状や、サブフレームへの分割数は上記例に限定されるものではなく、
これらを工夫することによって更なる漏れ光の抑制効果や防止効果を得ることも可能であ
る。以下に、表示領域の形状やサブフレームの分割数を変更することによって、漏れ光の
抑制効果を向上させる変形例について説明する。
【００６４】
　図１２は、矩形の表示領域をＡ～Ｃの３つのグループに分けた場合の例である。この場
合、１フレーム期間を３つのサブフレーム期間に等分し、図１２に示す順序でグループＡ
～Ｃの表示制御を行う。図１２の例では、同一のグループに属する表示領域同士でコーナ
ーが接する部分は、１つの表示領域につき最大２箇所である。図８の例では、１つの表示
領域につき最大４箇所であったため、図８の例に比べて漏れ光の抑制効果が向上されてい
ることが分かる。
【００６５】
　また、図１３は、矩形の表示領域をＡ～Ｄの４つのグループに分けた場合の例である。
この場合、１フレーム期間を４つのサブフレーム期間に等分し、図１３に示す順序でグル
ープＡ～Ｄの表示制御を行う。図１３の例では、同一のグループに属する表示領域同士で
コーナーが接する部分も存在しない。このため、漏れ光の完全な防止効果が得られている
ことが分かる。
【００６６】
　図８、図１２、および図１３の例を比較した場合、サブフレームの分割数を増やすほど
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漏れ光の抑制効果が向上しており、サブフレームが４つの場合に漏れ光の完全な防止効果
が得られている。
【００６７】
　尚、サブフレームの分割数がｎ個である場合、各サブフレーム期間中のバックライトの
発光輝度は、１フレーム期間で達成されるの所望の表示輝度のｎ倍とされる。このため、
サブフレームの分割数を増やすと１つのサブフレームの期間が短くなり、１フレームで見
たときの画面輝度が暗くなるといった弊害がある。この弊害をカバーするために、バック
ライトにおいて発光輝度の高いものを使用すれば、バックライトのコスト増加を招くこと
になる。
【００６８】
　図１４および図１５は、分割された表示領域の配置または形状を工夫することで、サブ
フレームの分割数を３つとした場合であっても、漏れ光の完全な防止効果が得られるよう
にした例である。
【００６９】
　図１４の例では、各表示領域の形状は矩形形状であるが、図中の横方向に配置される表
示領域の列が１列毎に半ピッチずつずらして配置されている。この配置例においては、図
１４に示すように、表示領域をＡ～Ｃの３つのグループに分け、１フレーム期間を３つの
サブフレーム期間に等分する。そして、第１のサブフレーム期間ではグループＡの表示領
域を点灯し、第２のサブフレーム期間ではグループＢの表示領域を点灯し、第３のサブフ
レーム期間ではグループＣの表示領域を点灯する。このような表示制御によれば、サブフ
レームの分割数を３つとしながらも、同一のグループに属する表示領域同士でコーナーが
接する部分が存在せず、漏れ光の完全な防止効果が得られる。
【００７０】
　次に、図１５の例では、各表示領域の形状を六角形矩形とし、これら複数の表示領域が
最密に配置されている。この配置例においては、図１５に示すように、表示領域をＡ～Ｃ
の３つのグループに分け、１フレーム期間を３つのサブフレーム期間に等分する。そして
、第１のサブフレーム期間ではグループＡの表示領域を点灯し、第２のサブフレーム期間
ではグループＢの表示領域を点灯し、第３のサブフレーム期間ではグループＣの表示領域
を点灯する。このような表示制御によっても、サブフレームの分割数を３つとしながらも
、同一のグループに属する表示領域同士でコーナーが接する部分が存在せず、漏れ光の完
全な防止効果が得られる。尚、図１５の例では、表示領域の形状は矩形形状である図１４
の例に比べて、表示領域の形状がより円に近いため、中央から外周部分までの距離が矩形
形状の場合に比べて差が小さく、より均一な表示品質が得やすくなる。
【００７１】
　バックライトの光源としては上述したように蛍光管やＬＥＤ等が使用可能であり、光源
の種類は特に限定されないが、光源にＬＥＤを用いれば表示領域（すなわち、バックライ
トにおける発光領域）の形状やレイアウトに合わせて光源を配置しやすいため好適である
。
【００７２】
　図１６は、バックライトの各発光領域の形状を六角形矩形とした場合の、光源（例えば
ＬＥＤ）レイアウトの一例を示すものである。但し、このような配置はあくまで例示に過
ぎず、例えば、各発光領域内での光源の配置レイアウトは全ての発光領域において同一で
ある必要はない。すなわち、バックライトの発光領域の形状を仮想的に決め、各領域に含
まれる光源をその領域の光源として制御すればよい。このとき、少なくとも、発光領域の
それぞれにおいてその発光領域内で均一な発光輝度が得られるものであれば良い。
【００７３】
　また、図示していないが、液晶パネルにおける画素マトリクスのレイアウトも、バック
ライトにおける光源レイアウトと同様、各表示領域における画素レイアウトが全ての表示
領域において同一である必要はない。すなわち、表示領域の形状を仮想的に決め、全ての
の画素が何れかの表示領域に属するように近似的に考えることで、一般的な画素レイアウ
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トの液晶パネルを本発明の液晶表示装置に実装することが可能である。
【００７４】
　本発明の液晶表示装置は、表示画面上で複数に分割された表示領域のそれぞれにおいて
バックライトの発光輝度を調整しているが、この場合、表示領域の境界を目立たせないた
めには、全ての発光領域において同一の基準によって発光輝度が制御されている必要があ
る。バックライトの各発光領域において、確実に所望の発光輝度が得られるような制御を
行うためには、バックライトに輝度センサを設け、そのセンサ出力をバックライト輝度調
整部にフィードバックする構成が考えられる。
【００７５】
　図１７は、光源にＬＥＤを用いたバックライトにおいて、ＬＥＤ輝度を制御するための
輝度センサを設けた場合の例を示している。輝度センサはＬＥＤの輝度が指定された輝度
よりも明るいか暗いかを検出し、その検出結果をバックライト輝度調整部に伝達する。こ
の検出結果によってバックライト輝度調整部はＬＥＤの輝度を所望の輝度になるように調
整する。
【００７６】
　図１７では、バックライトにおける２つの発光領域に、それぞれ２０個強の白色ＬＥＤ
が設けられており、上の発光領域には１つの輝度センサが、下の発光領域には２つの輝度
センサがある。上の発光領域の輝度は輝度センサ１つから取得するが、下の発光領域には
２つの輝度センサが存在するため、例えばこの２つの平均値をもってこの領域の輝度とす
ることで、より正確にこの領域の輝度を知ることができる。このように、バックライトに
輝度センサを設けるにあたって、各発光領域における輝度センサの配置数および配置箇所
は、全ての発光領域で同一にする必要は無く、各発光領域に少なくとも１つ以上の輝度セ
ンサがあるように領域を分割すればよい。
【００７７】
　また、上記例では、白色ＬＥＤおよび白色の輝度センサという前提で説明を行なった。
しかしながら、光源として用いられるＬＥＤが、ＲＧＢの各色毎に分かれたものであって
もよい。この場合は、輝度センサもＲＧＢの各色を個別に検出するものが使用すればよい
。この場合、例えば、バックライトの発光領域内にＲの輝度センサは２つ、Ｇの輝度セン
サは３つ、Ｂの輝度センサは１つ、というようにセンサの数が異なる場合も考えられる。
この場合も上記と同様に色ごとにセンサ出力を測定し、その値によって対応するＬＥＤ輝
度を制御することで、所望の輝度をそれぞれの色のＬＥＤから得ることができる。
【００７８】
　また、本実施の形態に係る液晶表示装置では、表示領域の分割数を変更することも可能
である。図１８は表示領域の大きさを変更する例を示しており、ここでは１６個の表示領
域を４個の表示領域に変更している。すなわち、上記液晶表示装置において、各表示領域
は、最初から大きさおよび形状を決定する必要はなく、あくまで仮想的なものであるため
、動作時に変化させることができる。
【００７９】
　表示領域が小さい方が（分割数が多い方が）、より細かくバックライト輝度を計算し低
消費電力化が期待できるが、逆にその計算に手間がかかることも考えられる。このため、
例えば、輝度差が画面の内容からあまりないと想定される場合には、ある程度大きい領域
でバックライトを制御し、制御の手間を減らして計算にかかる消費電力を削減したり、逆
に輝度差が画面内で大きいことが想定される場合には、領域分割をより細かくすることで
、計算量は多くなってもバックライト輝度を下げ、トータルの電力量を下げることが可能
である。
【００８０】
　このような表示領域の分割数変更は、例えば、表示装置がパソコンモニターとテレビ受
像器との切替可能なものである場合、パソコンモニターでの使用時には分割数を少なくし
、テレビ受像器での使用時には分割数を多くするといった使用方法が考えられる。
【００８１】
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　あるいは、１フレームの表示画面内での最大輝度と最小輝度の輝度差を求め、その輝度
差が所定の基準値よりも大きければ表示領域の分割数を増やし、小さければ分割数を減ら
すといった自動制御を行うことも可能である。このような表示領域の分割数の変更は、動
画のフレームきれめで行うことが好ましい。
【００８２】
　図１８では、同じ矩形形状同士の表示領域の大きさ（表示領域の分割数）が変わる例を
示したが、表示領域の形状を変更するものであっても良い。例えば、より画質を重視した
い場合には、コーナーが接する市松模様（矩形形状の表示領域）の表示領域分割から、六
角形の表示領域分割に変更することで漏れ光防止効果が向上する、などの効果も考えられ
る。
【００８３】
　尚、表示領域の形状を変更する場合には、バックライトに備えられる個々の光源（おそ
らくはＬＥＤ）においてより細密な制御を必要とするが、バックライトに使用される光源
の発光輝度を制御するための入力系統数を増やすことで対応可能である。
【００８４】
　また、表示領域形状を市松模様から六角形に変更する場合には、併せてサブフレームの
分割数も変更され、これによりデューティ比も変更される。デューティ比は液晶パネルの
応答速度にも影響するので、応答速度の遅い液晶では市松模様に、応答速度の速い液晶で
は、同じバックライトを使っても六角形にして高画質を狙うこともできる。
【００８５】
　続いて、表示データに基づいて液晶パネルの透過率とアクティブバックライトの輝度制
御とを行うための、具体的な処理手順について説明する。
【００８６】
　図１または図５に示す液晶表示装置において、液晶パネルの透過率およびアクティブバ
ックライトの輝度は、アクティブＢＬコントローラ１３によって設定される。図１９にア
クティブＢＬコントローラ１３の構成を示す。
【００８７】
　アクティブＢＬコントローラ１３は、図１９に示すように、画像エリア分割部４１、画
像メモリ４２Ａ，４２Ｂ、最大輝度抽出部４３Ａ，４３Ｂ、最大輝度記憶部４４Ａ，４４
Ｂ、ＢＬ輝度算出部４５Ａ，４５Ｂ、液晶透過率４６Ａ，４６Ｂを備えている。ここで、
添え字Ａを付している構成部分は領域Ａに対しての処理部であり、添え字Ｂを付している
構成部分は領域Ｂに対しての処理部である。尚、ここでは、説明を簡略化するために、表
示画面の分割数は領域ＡおよびＢの２分割としている。
【００８８】
　アクティブＢＬコントローラ１３に入力される画像データは、最初に画像データエリア
分割部４１によって対応する領域毎に振り分けられ、画像メモリ４２Ａまたは４２Ｂに送
られる。これにより、画像メモリ４２Ａ，４２Ｂには、アクティブＢＬコントローラ１３
に対して１フレーム分の画像データが入力された時、画像メモリ４２Ａ，４２Ｂのそれぞ
れには領域ＡおよびＢに対応する画像データが振り分けられて記憶される。
【００８９】
　最大輝度抽出部４３Ａ，４３Ｂは、画像メモリ４２Ａ，４２Ｂに記憶されている画素デ
ータの中から最大輝度値を示すデータを抽出する。抽出された最大輝度値は、最大輝度記
憶部４４Ａ，４４Ｂにおいて記憶される。
【００９０】
　ＢＬ輝度算出部４５Ａ，４５Ｂは、最大輝度記憶部４４Ａ，４４Ｂに記憶された最大輝
度値に基づいて、対応領域におけるバックライトの発光輝度を決定する。ここでは、最大
輝度値を有する画素において、液晶の透過率を１００％とした場合に所望の表示輝度が得
られるように発光輝度を設定する。ＢＬ輝度算出部４５Ａ，４５Ｂによって設定されたバ
ックライトの発光輝度は、対応領域の点灯期間にあたるサブフレームでバックライト輝度
調整部１６Ａ，１６Ｂに出力される。対応領域の消灯期間にあたるサブフレームでは、発
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光輝度を０とする指示がバックライト輝度調整部１６Ａ，１６Ｂに出力される。
【００９１】
　液晶透過率算出部４６Ａ，４６Ｂは、領域内の全画素に対して、その透過率を算出し、
算出した透過率に対応する階調値を対応領域の点灯期間にあたるサブフレームで液晶ドラ
イバ１４，１５へ出力する。対応領域の消灯期間にあたるサブフレームでは、透過率を０
％とするために０の階調値が液晶ドライバ１４，１５に出力される。
【００９２】
　各画素の透過率は、対応する領域におけるバックライト輝度と、当該画素の表示データ
（すなわち入力階調値）に基づいて、以下の式によって算出される。
【００９３】
　　　（画素の透過率）＝（当該画素の入力階調値）／（バックライト輝度値）
　また、算出した透過率に対応する階調値は、以下の式によって算出される。
【００９４】
　　　（透過率に対応する階調値）＝（透過率）×（最大階調値）
　バックライト輝度調整部１６Ａ，１６Ｂは、対応するグループのバックライト点灯期間
（対応するサブフレーム期間）において上記手順で求められたバックライト輝度となるよ
うな制御を行う。このような制御を行うためには、そのグループに対応する期間のみ排他
的にアクティブになる信号をバックライト輝度調整部１６Ａ，１６Ｂに入力し、その信号
がアクティブな場合のみバックライト点灯を行わせ、非アクティブな期間ではバックライ
ト輝度を０とするような制御が考えられる。
【００９５】
　尚、上記の説明においては、バックライトの輝度は、各領域毎にその領域内の表示デー
タにおける最大輝度値に基づいて制御されている。この構成においては、バックライトの
各発光領域における輝度を、表示に必要な最小限の輝度に設定できるため、バックライト
の消費電力削減効果をより向上させることができる。この場合、バックライトは、表示階
調数にあわせた輝度階調数を有する必要がある（表示階調数が２５６階調であれば、バッ
クライトも２５６段階に輝度を調整できる必要がある）。
【００９６】
　しかしながら、本発明に係る液晶表示装置は上記例に限定されるものではなく、バック
ライトの輝度階調数は表示階調数よりも小さくても良い。例えば、表示階調数が２５６階
調であるのに対し、バックライトが４段階（暗い順にレベル１～４）にしか輝度調整でき
ないような場合、領域内の最大表示階調が０～６３ではバックライトの輝度をレベル１と
し、６４～１２７ではレベル２とし、１２８～１９１ではレベル３とし、１９２～２５５
ではレベル４とするような制御が考えられる。
【００９７】
　また、上記説明では、各表示領域において消灯期間とされるサブフレームでは、バック
ライトの輝度を０とし、液晶の透過率を０％としている。しかしながら、本願発明はこれ
に限定されるものではなく、消灯期間中の表示領域は漏れ光の影響が視認できない程度に
暗くされればよく、バックライトの輝度は完全に０でなくてもよく、液晶の透過率も完全
に０％でなくてもよい。
【００９８】
　以上説明した画像照合のための処理機能は、プログラムで実現される。本実施の形態で
は、このプログラムはコンピュータで読取可能な記録媒体に格納される。
【００９９】
　本実施の形態では、この記録媒体として、図１に示されているコンピュータで処理が行
なわれるために必要なメモリ、たとえばＲＡＭ１１のようなそのものがプログラムメディ
アであってもよいし、また該コンピュータの外部記憶装置に着脱自在に装着されて、そこ
に記録されたプログラムが該外部記憶装置を介して読取り可能な記録媒体であってもよい
。このような外部記憶装置としては、磁気テープ装置、ＦＤ駆動装置およびＣＤ－ＲＯＭ
駆動装置など（図示せず）であり、該記録媒体としては磁気テープ、ＦＤおよびＣＤ－Ｒ
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ＯＭなど（図示せず）である。いずれの場合においても、各記録媒体に記録されているプ
ログラムはＣＰＵ１２がアクセスして実行させる構成であってもよいし、あるいはいずれ
の場合もプログラムが該記録媒体から一旦読出されて所定のプログラム記憶エリア、たと
えばＲＡＭ１１のプログラム記憶エリアにロードされて、ＣＰＵ１２により読出されて実
行される方式であってもよい。このロード用のプログラムは、予め当該コンピュータに格
納されているものとする。
【０１００】
　ここで、上述の記録媒体はコンピュータ本体と分離可能に構成される。このような記録
媒体としては、固定的にプログラムを担持する媒体が適用可能である。具体的には、磁気
テープやカセットテープなどのテープ系、ＦＤや固定ディスクなどの磁気ディスク、ＣＤ
－ＲＯＭ／ＭＯ（Magnetic Optical Disc）／ＭＤ（Mini Disc）／ＤＶＤ（Digital Vers
atile Disc）などの光ディスクのディスク系、ＩＣカード（メモリカードを含む）／光カ
ードなどのカード系、マスクＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ（Erasable and Programmable ＲＯＭ）
、ＥＥＰＲＯＭ(Electrically ＥＰＲＯＭ)、フラッシュＲＯＭなどによる半導体メモリ
が適用可能である。また、通信ネットワークからプログラムがダウンロードされて流動的
にプログラムを担持する記録媒体であってもよい。なお、通信ネットワークからプログラ
ムがダウンロードされる場合には、ダウンロード用プログラムは予め当該コンピュータ本
体に格納されていてもよく、あるいは別の記録媒体から予め当該コンピュータ本体にイン
ストールされてもよい。
【０１０１】
　なお記録媒体に格納されている内容としてはプログラムに限定されず、データであって
もよい。
【０１０２】
　また、上記実施の形態の説明においては、液晶ディスプレイに本発明を適用した場合に
ついて記載しているが、透過型ディスプレイ一般についても同様の手法で持って本発明を
適用することが可能である。
【０１０３】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され
、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され
る。
【図面の簡単な説明】
【０１０４】
【図１】本発明の実施形態を示すものであり、液晶表示装置の要部構成を示すブロック図
である。
【図２】図２（ａ）は、図１に示す液晶表示装置における表示データ例を示す図であり、
図２（ｂ）は、上記表示デ―タ例に基づいて表示を行う時の液晶の透過率とバックライト
の輝度とを示す図である。
【図３】図３（ａ）は、蛍光管を用いたバックライトにおける蛍光管の配置例を示す図で
あり、表示データ例を示す図であり、図３（ｂ）は、上記蛍光管の配置例に対応するバッ
クライトの領域の分割例を示す図である。
【図４】ＬＥＤを用いたバックライトにおけるＬＥＤの配置例および領域の分割例を示す
図である。
【図５】本発明の実施形態を示すものであり、液晶表示装置の要部構成を示すブロック図
である。
【図６】図６（ａ）は、図５に示す液晶表示装置における表示データ例を示す図であり、
図６（ｂ）は、上記表示デ―タ例に基づいて表示を行う時の液晶の透過率とバックライト
の輝度とを示す図である。
【図７】図７（ａ）～（ｃ）は、隣接する表示領域間での漏れ光による輝度増加を示す図
である。
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【図８】図８（ａ），（ｂ）は、矩形形状の表示領域のグループ分けの例を示す図である
。
【図９】バックライトの輝度変更タイミングと液晶の透過率変更タイミングとの関係を示
すタイミングチャートである。
【図１０】三角形形状の表示領域のグループ分けの例を示す図である。
【図１１】図１１（ａ）～（ｄ）は、隣接する表示領域間での漏れ光による輝度増加を抑
制する表示制御方法の原理を示す図である。
【図１２】矩形形状の表示領域のグループ分けの例を示す図である。
【図１３】矩形形状の表示領域のグループ分けの例を示す図である。
【図１４】矩形形状の表示領域の配置およびグループ分けの例を示す図である。
【図１５】六角形形状の表示領域のグループ分けの例を示す図である。
【図１６】六角形形状の表示領域とＬＥＤの配置との例を示す図である。
【図１７】バックライトにおける輝度センサの配置例を示す図である。
【図１８】矩形形状の表示領域の大きさを変更する場合の例を示す図である。
【図１９】上記液晶表示装置におけるアクティブＢＬコントローラの構成を示すブロック
図である。
【図２０】透過型液晶表示装置の一般的な構成を示す断面図である。
【図２１】アクティブバックライトを用いた従来の液晶表示装置の要部構成を示すブロッ
ク図である。
【図２２】図２２（ａ）は、液晶表示装置における表示データ例を示す図であり、図２２
（ｂ）は、アクティブバックライトを用いない液晶表示装置において上記表示デ―タ例に
基づいて表示を行う時の液晶の透過率とバックライトの輝度とを示す図であり、図２２（
ｃ）は、アクティブバックライトを用いた従来の液晶表示装置において上記表示デ―タ例
に基づいて表示を行う時の液晶の透過率とバックライトの輝度とを示す図である。
【符号の説明】
【０１０５】
１１　　　　　ＲＡＭ
１２　　　　　ＣＰＵ
１３　　　　　アクティブＢＬコントローラ（発光輝度設定手段，透過率設定手段）
１４，１５　　液晶ドライバ
１６　　　　　バックライト輝度調整部
１７　　　　　バックライト
２０　　　　　液晶パネル（透過制御パネル）
３２　　　　　バックライト輝度調整部
３３　　　　　バックライト
４１　　　　　画像データエリア分割部
４２　　　　　画像メモリ
４３　　　　　最大輝度抽出部
４４　　　　　最大輝度記憶部
４５　　　　　ＢＬ輝度算出部（発光輝度設定手段）
４６　　　　　液晶透過率算出部（透過率設定手段）
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